
 

入札公告 

 

 

次のとおり競争入札に付します。 

 平成 2８年３月１５日(火) 

  一般財団法人 エンジニアリング協会 技術部 小館 徳弘 

 

 1. 競争入札に付する事項 

 a. 公募の名称 

『一般財団法人 エンジニアリング協会が所有する「関西空港水素ステーショ

ン」に係る設備の売却』 

 b. 売却対象設備および仕様等 

・設備：関西空港水素ステーション設備のうち水素供給設備一式 

・仕様：別添のとおり 

 c. 説明会の日時および場所 

・日時：平成 2８年３月２２日(火)1１：００～1１：３０ 

・場所：一般財団法人 エンジニアリング協会 会議室 

 d. 入札金額について 

落札決定にあたっては、入札書に記載された金額(消費税抜き)に当該金額の

８%に相当する額を加算した金額(一円未満の端数は切り捨て)をもって落札金

額とするので、入札者は、消費税法に規定される課税事業者または免税事業者

に係らず、消費税額及び地方消費税額を除いて見積もった金額を入札書に記載

すること。 

 e. 入札書提出方法および入札期限 

持参、郵送等により、平成２８年３月２５日(金)午前１０時までに一般財団法

人 エンジニアリング協会事務所に必着のこと。 

※なお、提出された入札書の変更及び取り消しはできません。また、入札書は返却 

いたしません。 

 

 2. 競争参加資格 

    ａ.説明会（上記１.ｃ.参照）に参加すること。 

 

 3. 問い合わせ先 

〒105-0001 東京都港区虎ノ門３－１８－１９（虎ノ門マリンビル 10 階） 

一般財団法人 エンジニアリング協会 技術部 久保山、丸山 

TEL 03-5405-7202 FAX 03-5405-8201 

 

 4. その他 

 a. 入札及び契約手続きにおいて使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨に限る。 

 b. 入札の無効 

本公告に示した競争参加資格のない者の行った入札及び入札に関する条件に違

反した入札は無効とする。 

 c. 入札保証金及び契約保証金 



 

免除 

 d. 契約書作成の要否 

要 

 e. 落札者の決定方法 

① 落札候補者と落札額 

競争参加資格を満たしており、かつ、予定価格以上の金額で最高価格を提示

したものを落札候補者とし、当該入札額を落札額とする。 

② 先買権 

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ、当時）と水

素供給・利用技術研究組合が平成 23 年 5 月 21 日に共同研究契約を締結し

て実施した「地域水素供給インフラ技術・社会実証事業」において、売却対

象設備を研究対象としていた研究分担先に対して、落札額を条件とする先買

権を与える。 

③ 落札者 

同上研究分担先が先買権を行使する場合は、当該研究分担先が落札者となり、 

研究分担先が先買権を行使しない場合は、落札候補者が落札者となる。 
    f. 審査結果の連絡 

提出期限後審査を実施し、審査結果については速やかに応札者にメールで当 

該応札者の結果のみを連絡する。なお、審査過程、審査結果、落札金額、落 

札方法詳細、落札者名等は、一切公開しない。 

         

以上 
 



入札仕様書 

（一財）エンジニアリング協会 

 

１． 売却対象設備、数量および取得年月  

・対象設備：関西空港水素ステーション設備のうち水素供給設備一式 

・数  量：１ 

・取得年月：平成 19 年 3 月 

 

２． 売却対象設備の場所 

大阪府泉佐野市泉州空港北１番地６ 

 

３． 売却に係る条件 

① 落札者は、（一財）エンジニアリング協会と売買契約を締結すること。 

② 落札者は売却物件を上記２．の場所から搬出し原状回復をしなければならず、その

際には、他の者の権利等を侵害することのないよう搬出の措置を講ずることとし、

搬出費用および原状回復費用は、落札者の負担とする。 

③ 落札者は、売却物件を搬出するにあたり、事前に（一財）エンジニアリング協会に

売却物件と非売却物件の確認を依頼すること。 

④ 原則、落札者は③の確認後 4 週間以内に搬出と原状回復を行うこととし、これをも

って引き渡し完了とする。 

⑤ （一財）エンジニアリング協会は、④の搬出後の不調、故障、瑕疵等についての補

償は一切行わない。 

⑥ 引き渡しに係る法令、条例等に基づく手続きは落札者が行うものとする。 

⑦ 落札者は売却対象設備に対し（一財）エンジニアリング協会に課される平成 28 年

度の固定資産税（償却資産）を負担すること。 

 

 

 

以上 

 

 

別添 


